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子育て支援子育て支援

小
学
６
年
生
終
了
ま
で
引
き
上
げ

問
い
合
わ
せ

こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
係
（
1
(2
８
２
６
８
）

消
防
署
で
は
、
救

急
現
場
で
急
病
や
け

が
を
し
た
人
の
日
ご

ろ
の
様
子
を
ス
ム
ー

ズ
に
把
握
す
る
た
め
、

「
救
急
安
心
カ
ー
ド
」

を
作
成
し
、『
広
報
そ

う
じ
ゃ
２
月
号
』
と

い
っ
し
ょ
に
、
各
家

庭
へ
配
布
し
て
い
ま

す
。

「
救
急
安
心
カ
ー
ド
」

と
は
、
家
族
の
人
そ

れ
ぞ
れ
の
名
前
や
生

年
月
日
、
血
液
型
、

血
圧
、
か
か
り
つ
け

の
病
院
、
今
治
療
中

の
病
気
な
ど
を
書
い

て
お
く
カ
ー
ド
で
す
。
１
枚
で
４
人

分
の
記
入
が
で
き
ま
す
。

駆
け
付
け
た
救
急
隊
員
は
、
受
入

先
の
病
院
へ
急
病
や
け
が
を
し
た
人

の
容
態
を
伝
え
る
必
要
が
あ
り
、
名

前
や
生
年
月
日
を
は
じ
め
、
治
療
中

の
病
気
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
す
。
も

し
、
家
族
が
慌
て
て
い
て
思
い
出
せ

な
く
て
も
「
救
急
安
心
カ
ー
ド
」
が

あ
れ
ば
的
確
に
状
況
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

家
族
の
た
め
、
自
身
の
た
め
に
も
、

「
救
急
安
心
カ
ー
ド
」
を
記
入
し
、
家

族
の
だ
れ
も
が
、
い
つ
で
も
見
れ
る

場
所
に
常
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１
枚
で
不
足
す
る
場
合
は
市
役
所

玄
関
、
消
防
署
、
消
防
の
出
張
所
に

用
意
も
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

救　急救　急

救
急
安
心
カ
ー
ド
の
記
入
を

問
い
合
わ
せ

消
防
署
救
急
係
（
1
(2
８
３
４
６
）

市　長市　長

市
長
の
政
治
倫
理
確
立
の
条
例
が
成
立

問
い
合
わ
せ

総
務
課
行
政
係
（
1
(2
８
２
１
８
）

４
月
１
日
か
ら
、
入
院
と
外
来
で
、

小
児
医
療
費
無
料
化
の
対
象
と
な
る

年
齢
が
、「
小
学
１
年
生
の
終
了
ま
で
」

か
ら
「
小
学
６
年
生
終
了
ま
で
（
満
１２

歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月

３１
日
）」
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

平
成
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
１２

年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た

子
ど
も
（
現
在
、
小
学
２
年
生
か
ら

５
年
生
ま
で
の
児
童
）
に
つ
い
て
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。
子
ど
も
の
名
前
が

記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
証
と
印
鑑
を
持

参
し
、
こ
ど
も
課
窓
口
で
３
月
中
に
手

続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
資
格
者

証
は
申
請
後
に
送
付
し
ま
す
。
こ
の
場

合
の
資
格
者
証
は
、
平
成
２０
年
４
月
１

日
以
降
の
診
療
分
で
有
効
で
す
。

ま
た
、
現
在
、
す
で
に
受
給
資
格
が

あ
る
小
学
１
年
生
ま
で
の
子
ど
も
は
、

今
回
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新

し
い
資
格
者
証
を
３
月
末
ま
で
に
お
送

り
し
ま
す
。
お
手
元
に
届
い
た
ら
、
住

所
や
氏
名
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
、
古
い
資
格
者
証
は
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

県
内
の
市
で
は
初
め
て
と
な
る
市

長
の
政
治
倫
理
の
基
準
を
定
め
た

「
総
社
市
長
の
政
治
倫
理
の
確
立
に
関

す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
公
正
で
開
か
れ
た
市
政

を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
。
市
長
が

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
と
は
、

権
限
や
地
位
を
利
用
し
て
自
己
や
第

三
者
の
利
益
を
図
る
行
為
を
し
な
い

こ
と
や
、
市
が
行
う
工
事
や
業
務
委

託
な
ど
の
契
約
に
介
入
し
な
い
こ
と

な
ど
で
す
。
こ
の
基
準
に
反
す
る
行

為
が
あ
っ
た
場
合
は
、
市
長
が
自
ら

を
戒
め
る
と
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
条
例
が
制
定
さ
れ
た
昨
年
１２

月
１９
日
、
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の

第
一
歩
と
な
る
宣
誓
書
へ
の
署
名
を

行
い
ま
し
た
。

宣誓書に署名する片岡市長

１２
月
定
例

市
議
会
が
、

１２
月
４
日
か

ら
１９
日
ま
で

の
１６
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
議

会
で
は
、
条
例
の
制
定
や
一
部
改

正
、
一
般
会
計
の
補
正
予
算
な
ど

３２
議
案
が
審
議
さ
れ
、
す
べ
て
原

案
通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
関
係
で
は
、
市
長
の
政
治

倫
理
の
基
準
を
定
め
た
「
総
社
市

長
の
政
治
倫
理
の
確
立
に
関
す
る

条
例
」
の
制
定
や
、
小
児
医
療
費

の
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
「
小

児
医
療
費
給
付
条
例
」
の
一
部
改

正
が
可
決
。
ま
た
、
議
員
提
案
で
、

議
員
の
議
会
政
務
調
査
費
の
収
支

報
告
書
に
、
全
て
の
領
収
書
な
ど

の
添
付
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
決

ま
り
ま
し
た
。

清
音
駅
へ
の
自
由
通
路
設
置
工

事
を
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
約
３
億
３

３
６
９
万
円
で
委
託
契
約
す
る
こ

と
も
可
決
し
ま
し
た
。

風
早
毅
さ
ん
（
地
頭
片
山
）
を
、

人
権
擁
護
委
員
に
推
薦
す
る
こ
と

に
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

１２月
定例
市議会

昭和福祉センター（昭和公民
館）と老人憩の家の正木荘の使用
料が、改定されました。４月か
ら新しい使用料になります。
改定された後の、１時間あた

りの使用料を、施設ごとにお知
らせします。
●昭和福祉センター
（昭和公民館）
・会議室　　　　　３００円

・調理実習室　　　３００円
・和室　　　　　　１５０円
・講習室　　　　　１５０円　　　
・図書室　　　　　１５０円
●老人憩の家正木荘
・娯楽室　　　　　１５０円
・談話室　　　　　１５０円

いずれの施設も、冷暖房を使
用する場合は、各部屋の使用料
の３割に相当する金額が加算さ
れます。
問い合わせ 昭和公民館（1

(9１１０３）、正木荘については西
公民館（1(2０４４６）

「記入を！」と呼び掛ける中山（写真右）、守安（写真左）の両救急隊員

４月から、昭和公民館と正木荘の
使用料が変わります

大
切
な
家
族
の
急
病
や
け
が
で
、

突
然
、
救
急
車
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
き
。

そ
の
と
き
、
あ
な
た
は
落
ち
着
い
て

救
急
隊
員
の
問
い
に
答
え
ら
れ
ま
す
か
？

　日ごろからの備えが大切です。
　記入して、家族全員が分かりや
すいところへ、置いてください。

救急安心カード




